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一般管理費の表示

2003年5月29日発行
「AgriBusiness 経営塾」150号

■法人継承者実践養成推進事業（アグリビジネス養成塾）
　「経営者向けセミナー」の開催について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成12年度より全国農業会議所が主体とな
って実施してきた「農業経営者実践養成推進
事業」を、本年度より本協会が実施すること
となりましたので、お知らせします。
　この事業は、農業法人の経営幹部候補生を
養成するため、従業員を対象に優れた経営感
覚を習得してもらうための研修を実施するもの。
確実なスキルアップが図られることで注目を
集めています。しかし、従業員が日常業務の
合間をぬって研修に参加するためには、経営
者のご理解とご協力が欠かせません。
　そこでこの度、「経営者向けセミナー」と
して本事業のご紹介を行うとともに、会員の
皆様に経営課題や人材育成のポイントなどを
第一級の講師が分かりやすく説明いたします。
以下の通り総会・セミナーの後に開催します
ので、ぜひご参加いただきますようお願い申
し上げます。

法人継承者実践養成推進事業（アグリビジネス養成塾）
「経営者向けセミナー」

○日　　時：平成15年6月13日（金）
　　　　　　13：30～15：30
○場　　所：東京・浅草「浅草ビューホテル」
　　　　　　（祥雲ⅠⅠ       　の間）
○研修内容
（１）経営における課題、OJT等による人材
　　　育成の重要性とポイント
（２）本年度アグリビジネス養成塾のご案内

■総会「委任状」送付のお願い　

　来る６月１２日の第９回総会には、過半数
の会員のご出席（委任状でも可）を必要とし
ています。ご参加頂けない会員の方は「委任状」
をFAXにてお送りいただきますようお願い申
し上げます。

「
も
の
づ
く
り
」
を
す
る
農
業
で
は
原
価
を
適

正
に
把
握
す
る
た
め
、
減
価
償
却
費
な
ど
は
製

造
原
価
と
一
般
管
理
費
と
に
区
分
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
事
業
規
模
が
拡
大
す
る
と

管
理
業
務
に
専
任
の
担
当
者
を
配
置
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
が
、
放
っ
て
お
く
と
管
理
業
務
は
「
自

己
増
殖
」
し
ま
す
の
で
、
予
算
実
績
管
理
に
よ

っ
て
経
費
の
増
大
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

●
事
務
通
信
費
・
図
書
研
修
費

　
農
業
法
人
で
は
、
一
般
管
理
費
が
商
工
業
に

比
べ
て
少
額
に
な
る
の
が
通
例
で
す
。
そ
こ
で
、

管
理
関
係
の
通
信
費
、
水
道
光
熱
費
、
事
務
用

消
耗
品
費
は
一
括
し
て
「
事
務
通
信
費
」
と
し

ま
す
。
重
要
性
の
原
則
は
財
務
諸
表
の
表
示
に

関
し
て
も
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
少
額
の
残
高
の

勘
定
科
目
が
い
く
つ
も
あ
る
よ
り
も
、
同
様
の

性
格
の
勘
定
科
目
を
ま
と
め
て
過
去
の
支
出
と

の
増
減
を
比
較
す
る
こ
と
が
管
理
会
計
上
、
重

要
で
す
。
同
様
の
趣
旨
か
ら
新
聞
図
書
費
、
研

修
費
を
一
括
し
て
「
図
書
研
修
費
」
と
し
ま
す
。

●
車
両
費

　
販
売
管
理
業
務
に
自
動
車
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、

車
両
に
関
係
す
る
費
用
は
「
車
両
費
」
に
ま
と

め
て
計
上
す
る
の
が
現
実
的
で
す
。
ガ
ソ
リ
ン

代
な
ど
燃
料
費
の
ほ
か
、
車
両
に
関
す
る
消
耗

品
や
修
繕
費
、
車
検
の
諸
費
用
な
ど
で
す
。
た

だ
し
、
自
賠
責
保
険
料
や
任
意
保
険
料
（
支
払

保
険
料
）
、
（
軽
）
自
動
車
税
や
自
動
車
重
量

税
（
租
税
公
課
）
な
ど
消
費
税
の
課
税
仕
入
れ

と
な
ら
な
い
も
の
は
、
勘
定
科
目
を
区
分
し
ま
す
。

な
お
、
１
０
万
円
未
満
の
中
古
車
両
を
購
入
し

た
場
合
も
「
車
両
費
」
に
含
め
ま
す
。

●
地
代
家
賃
、
支
払
報
酬

　　
税
理
士
な
ど
へ
の
報
酬
や
不
動
産
の
使
用
料

等
の
支
払
に
つ
い
て
は
暦
年
分
を
ま
と
め
て
「
法

定
調
書
合
計
表
」
を
作
成
し
、
翌
年
１
月
31
日

ま
で
に
源
泉
徴
収
票
・
支
払
調
書
を
添
付
し
て

税
務
署
に
提
出
し
ま
す
。
対
象
の
支
出
を
拾
い

出
す
た
め
支
払
報
酬
や
地
代
家
賃
と
し
て
独
立

し
た
勘
定
科
目
を
設
定
し
ま
し
ょ
う
。

　
給
与
を
一
ヵ
所
か
ら
受
け
て
い
て
年
末
調
整

し
た
人
で
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各

種
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
２
０
万
円
以
下
の

と
き
は
、
確
定
申
告
を
し
な
く
て
良
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
同
族
会
社
の
役
員

や
そ
の
親
族
な
ど
で
そ
の
同
族
会
社
か
ら
給
与

の
ほ
か
に
地
代
家
賃
、
貸
付
金
の
利
息
を
受
け

取
っ
て
い
る
人
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
専
門
家
へ
の
報
酬
の
支
払
に
は
基
本
的
に
源

泉
徴
収
が
必
要
で
す
が
、
源
泉
徴
収
の
方
法
が

職
種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
（
下
表
参
照
）
。

ま
た
、
行
政
書
士
報
酬
の
よ
う
に
源
泉
徴
収
が

不
要
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

●
支
払
保
険
料

　
販
売
管
理
用
固
定
資
産
に
関
わ
る
損
害
保
険

料
の
ほ
か
、
法
人
が
契
約
者
で
役
員
を
被
保
険

者
と
す
る
生
命
保
険
料
な
ど
を
計
上
し
ま
す
。

役
員
を
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
に
よ
り
役

員
退
職
金
の
原
資
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
法
人
の
収
益
性
が
十
分
で
な
い
場
合

に
は
経
営
体
力
を
弱
め
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険
料
の

一
部
を
資
産
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
契
約
を
十
分
検
討
の

う
え
税
務
上
の
取
扱
い
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
租
税
公
課
・
諸
会
費

　
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
や
自
動
車
税

な
ど
の
租
税
は
、
生
産
用
と
販
売
管
理
用
に
区

分
し
ま
す
。
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
租
税

公
課
に
計
上
す
る
も
の
と
し
て
は
、
領
収
書
や

契
約
書
、
借
用
証
書
な
ど
の
印
紙
税
の
ほ
か
、

税
込
み
経
理
方
式
に
よ
る
場
合
の
消
費
税
が
あ

り
ま
す
。
な
お
、
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
税
引

前
当
期
利
益
の
次
に
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び

事
業
税
」
あ
る
い
は
「
法
人
税
等
」
と
し
て
計

上
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　
個
人
事
業
で
は
Ｊ
Ａ
の
賦
課
金
な
ど
も
租
税

公
課
に
含
め
ま
す
が
、
法
人
で
は
「
諸
会
費
」

と
し
て
処
理
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。
農
業
法

人
協
会
の
会
費
な
ど
同
業
者
団
体
の
通
常
会
費
は
、

そ
の
支
出
の
際
に
損
金
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
の
同
業
団
体
等
に
お
い
て
通
常
会
費
に
つ
き

不
相
当
に
多
額
の
剰
余
金
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、

前
払
費
用
と
認
定
さ
れ
て
損
金
算
入
さ
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
同
業
者
団
体
の
会
費
は
、
構
成
員
に
対
し
て

行
う
役
務
の
提
供
等
と
の
間
に
明
白
な
対
価
関

係
が
な
い
限
り
、
消
費
税
は
不
課
税
と
し
て
認

め
ら
れ
ま
す
が
、
課
税
対
象
か
ど
う
か
の
判
定

が
困
難
な
会
費
に
つ
い
て
は
、
領
収
書
等
に
「
消

費
税
不
課
税
」
と
記
載
す
る
な
ど
、
そ
の
旨
を

そ
の
構
成
員
に
通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
会
費
と
い
う
名
目
で
あ
っ
て
も
、
会
員

相
互
の
共
済
（
支
払
保
険
料
）
、
会
員
相
互
又

は
業
界
の
関
係
先
等
と
の
懇
親
等
（
交
際
費
）
、

政
治
献
金
そ
の
他
の
寄
附
（
寄
付
金
）
に
充
て

ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
科
目
に
よ

り
計
上
し
、
交
際
費
等
や
寄
付
金
は
一
部
損
金

不
算
入
と
な
り
ま
す
。
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【ご質問をお寄せください】会員の皆さまの日頃のお悩みや疑問に、税務・労務・マーケティングなど専門家の先生が経営塾の紙面上でお答えします（秘密は厳守します）。FAX・メールでのご質問お待ちしています。

●表／報酬・料金等の源泉徴収税額

区分 計算方法（注1） 条項（注2）

注１）請求書等において報酬額と消費税等の額が明確に区分され
ている場合は、報酬額（税抜き）とすることができる。

注２）所得税法204条第1項

原稿料、講演料など

税理士、社会保険労
務士、弁護士、中小
企業診断士、経営コ
ンサルタントなどの
報酬

司法書士、土地家屋
調査士などの報酬

［一回の支払金額が100万円以下
　の場合］
　支払金額（注1）×10％

［一回の支払金額が100万円を超
　える場合］
　支払金額（注1）×20％－10万円

（一回の支払金額（注1）－1万円）×10％

第2号

第1号


